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特定社会保険労務士 中島康之

マイナ保険証の利用促進等について

【(厚生労働省)マイナ保険証の利用促進等について[令和６年１月19日]】 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001193993.pdf

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和６年12月２日とする施行期
日政令が閣議決定・公布。
現行の健康保険証の発行については、令和６年12月２日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。

健康保険証の廃
止に際しては、マイナ
保険証を保有しない
方に、申請によらず
資格確認書を発行
することとしている。
今後、必要なシス
テム改修等を実施し、
以下のA～Cの方々
などについて、申請に
よらず資格確認書を
交付する。

※データ登録時に全件住民基本台帳のデータと突合
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